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著作権法 31条改正に伴う公衆送信サービスに関する関係者協議会の進捗について（報告） 

 
１ 検討体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和４年６月 29日 

全国公共図書館協議会 

図書館等公衆送信サービスに関する関係者協議会 全体会 

・28 団体（内訳：図書館側７団体、権利者側 19団体、教育委員会連合会 2団体） 

・オブザーバー13団体 

①ガイドライン分科会（座長：権利者側、副座長：図書館側） 

・権利者側：日本書籍出版協会（座長）、日本写真著作権協会、新聞著作権管理協会、学術著作権協会、日本漫画家協会 

・図書館側：国立国会図書館（副座長）、国公私大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会、専門図書館協議会、日本博物館協会 

④事務処理等スキーム分科会（座長：図書館側、副座長：権利者側） 

・権利者側：日本雑誌協会（副座長）、日本文藝家協会、日本音楽著作権協会、日本書籍出版協会、出版梓会 

・図書館側：国立国会図書館（座長）、国公私大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会、全国都道府県教育委員会連合会、 

全国市町村教育委員会連合会 

③特定図書館等分科会（座長：図書館側、副座長：権利者側） 

・権利者側：日本写真著作権協会（副座長）、日本書籍出版協会、日本文藝家協会、日本楽譜出版協会 

・図書館側：全国公共図書館協議会（座長）、国立国会図書館、国公私大学図書館協力委員会、日本図書館協会 

②補償金分科会（座長：権利者側、副座長：図書館側） 

・権利者側：日本文藝家協会（座長）、日本雑誌協会、日本音楽著作権協会、出版梓会 

・図書館側：国公私大学図書館協力委員会（副座長）、国立国会図書館、全国公共図書館協議会、日本図書館協会 

＜全公図＞                                                                     資料１ 
報告（１） 
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２ 検討の進捗状況及び今後の検討スケジュール（2022 年 6月 20日現在） 

 
分科会 

①ガイドライン ②補償金 ③特定図書館等 ④事務処理等スキーム 

検討内容 
・送信対象資料に関する事項の検討 

・ガイドライン案の検討 

・補償金額案の料金体系・水準に関す

る意見交換 

・特定図書館等、図書館等利用者の

要件に関する検討 

・図書館等における申請受付から送信、

補償金支払等のスキームに関する検討 

・補償金徴収等のスキームに関する検討 

〇全体会R3/10/28 

分科会 

第 1回 

1/19 

・「ガイドラインに係る論点（案）」を権

利者側（座長）より提示（法案条文

にそって説明） 

2/9 

・権利者・出版社側の補償金額算定に

ついての考え方の検討状況を、権利者

側（座長）より提示 

2/10 

・当分科会での主な検討事項の確認 

・当分科会での合意すべき主な事項

を、図書館側（座長）より提示 

4/28 

・事務処理等スキーム分科会の検討事

項を、図書館側（座長）より提示 

分科会 

第２回 

2/21 

・31 条改正部分における論点整理~

送信対象資料に関する論点（案）

を、権利者側（座長）より提示 

4/4 

・著作物の考え方、権利者・出版社側

の補償金額算定についての検討状況

を、権利者側より提示 

3/14 

・当分科会での合意文書（案）を、 

図書館側（座長）より提示 

6/20 

・事務処理等スキーム分科会の仮合意

事項（案）を、図書館側（座長）より

提示 

分科会 

第３回 

4/11 

・31条ガイドライン目次案を、権利者側

（座長）より提示 

6/3 

・第2回分科会を反映した補償金額算

定についての検討状況を、権利者側よ

り提示 

7 月予定  

〇分科会座長・副座長会議 第１回 4/18、第２回 5/20 

分科会 

第４回 

6/8 

・ガイドライン案検討のためのたたき台

を、権利者側より提示 
7/15 予定   

分科会 

第５回 
7/11 予定    

 各分科会にて取りまとめ 

 全体会にて ガイドラインのセット 
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3 各分科会での検討内容の概要について（2022年 6月 20日現在） 
 
■第１回補償金分科会（2/9開催） 

○権利者側（座長）から、分科会の位置づけと、現時点での補償金算定方法案が報告された。 

（１）分科会の位置づけ 

・指定管理団体が補償金額を決めて文化庁長官から認可を受けるための意見交換の場であり、何らかの合意を形成する場ではない。 

・独禁法の観点からも補償金額について権利者・出版社側と図書館側の双方で話し合ってはいけない。 

補償金額ではなく、補償金の考え方について権利者側・出版社側と図書館側の認識を刷り合わせていく。 
 

（２）権利者・出版社側の補償金額算定方法案 

・補償金額算定に当たっては、権利者への配慮や、既存ビジネスを圧迫しない観点から「補償金額＞通常購入」としたい 

・図書館で行う補償金算定基準は以下の３ステップを想定 

①図書館資料の種類（図書、逐次刊行物、その他）→ ②補償金額算定の基本計算式の確認→ ③補償金額の算定 

○全公図は、権利者側の案は図書館側の判断や計算が煩雑になる懸念を伝え、シンプルでわかりやすい補償金額算定が必要であると意見した。 
 
■第１回特定図書館等分科会（2/10開催） 

○著作権法で定められた、以下の特定図書館等が満たすべき具体的な要件等について、座長案を提示した。 

（１）特定図書館等が満たすべき具体的な要件・基準 

①責任者の配置、②職員向けに行う研修項目、実施方法等、③利用者情報の適切な管理、 

④データの目的外利用の防止・抑止するための措置、⑤業務を適正に実施するために必要な措置 

（２）特定図書館等に利用者が登録すべき情報 

（３）データの不正拡散を防止し、又は抑止するための措置の内容 

○全公図は、不参加館の増加はサービスの不均衡を招くため、図書館側の負担が過度にならないような要件等の案を提示した。 
 
■第２回ガイドライン分科会（2/21開催） 

○権利者側（座長）から、ガイドライン策定に当たって確認していく論点案とともに、これまで権利者側で検討してきたポイントが紹介された。 

○主に以下の論点について、現行の複写サービスの実態等も踏まえながら検討した。 

・公衆送信可能な図書館資料の範囲や分量 

・著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情に該当する著作物の範囲等 

・著作権者の利益を不当に害する、著作物の種類や発行形態（電子配信の実施状況等）等 

○全公図は、現行の複写サービスの実態を丁寧に説明しつつ、公衆送信できる範囲等が現行の複写サービスと同様にしてほしいと意見した。 
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■第２回特定図書館等分科会（3/14開催） 

○著作権法で定められた、特定図書館等が満たすべき具体的な要件等について、第 1回の部会の意見を踏まえ、修正案を提示した。 

・図書館の利用登録の実態については、改めて整理することとなった。 
 
■第２回補償金分科会（4/4開催） 

○権利者側（座長）から、著作物の考え方が提示された。 

・著作物の市場価値は、「本体価格」×部数に反映されている。 

・著作物は本来一つの作品であり、バラ売り・切り売りを想定しないものが大多数である。 

・補償金額算定にあたっては、「補償金額＞通常購入」が大原則である。 

○事前に権利者側から図書館側へ示されていた質問について、図書館側（副座長）が回答した。 

（１）図書館側は補償金以外に事務手数料などを徴収する予定なのか。 

・各図書館での個別判断になる。徴収する館もあれば、しない館もある。 

（２）（事務手数料の徴収を）予定している場合の金額の相場感。図書館の種別で同一料金なのか、館ごとの料金設定なのか。 

・図書館で統一した料金を徴収することはない予定。 

（３）現在の郵送複写サービスや館内複写サービスの図書館側の手数料は、どのように計算・設定しているのか。 

・大学でもばらつきがある。 

○「第 1回補償金分科会終了後の図書館関係団体見解」に対して、権利者側が回答した。 

○権利者側から、権利者・出版社側の補償金額算定についての検討状況が提示された。 

・発行頻度や著作物の種類別に、計算式の基本的考え方や補償金算定式が示され、考え方が説明された。 

・提示された資料について、4月末までに図書館側で意見をまとめる予定。 
 
■第３回ガイドライン分科会（4/11開催） 

○権利者側（座長）から、これまで議論してきたガイドライン策定に当たって確認していく論点案とともにガイドラインの目次案が提示された。 

○全公図は、ガイドラインの目次案について、以下のとおり意見した。 

・ガイドラインのはじめに、ガイドライン制定の趣旨を記載した方がよいのではないか。 

・複写サービスと公衆送信サービスを切り分けて考えなければならないということはわかるが、複写サービスについてはなるべく現行のまま進めていきたい。 
 
■第１回分科会座長・副座長会議（4/18開催） 

○4月 18日時点での各分科会での状況を報告し、権利者側と図書館側の課題認識や意識のすり合わせを実施した。 

○全公図は、以下のとおり意見した。 
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・公立図書館で来年度の開始は足並みをそろえるのはむずかしい。条件がととのったらやりたいという意見は聞いている。会計処理の問題を解決するのが先で、 

条件整理が整えば、随時進めて行きたい 
 
■第１回事務処理等スキーム分科会（4/28開催） 

○図書館側（座長）から、事務処理等スキーム分科会の検討事項が提示され、申込受付から補償金の返還・追徴処理までの一連の流れとそれぞれの論点が 

提示された。 

○権利者側から、現在他の分科会での議論においても、指定管理団体への送信ファイル提供が大前提であるという考えが示された。 

・文化庁より、著作権法上は送信が可能との考えが示されたため、図書館側で持ち帰って検討することとなった。 

○全公図は、以下のとおり意見した。 

・指定管理団体への送信ファイル提供については、公衆送信サービスの需要の見通しが立たない点や送信手段（メールでの送信かファイル転送サービス 

を利用することになるのか等）の点など、いくつか課題がでてくることを想定している。 

・データ不正拡散防止策の実施については、指定管理団体への送信ファイル提供を考えると、ヘッダー部分に「利用者 ID（貸出カードの番号等）」を付与する 

のは問題があると考えるため、他の方法を検討する必要がある。 
 
■第３回補償金分科会（6/3開催） 

○図書館側が提出した「第２回補償金分科会における補償金額検討状況に対する見解（回答）」に対して、権利者側が回答した。 

○権利者側から、権利者・出版社側の補償金額算定についての検討状況が提示された。 

・発行頻度や著作物の種類別に、計算式の基本的考え方や補償金算定式が示され、第 2回分科会からの変更点が説明された。 

○提示された資料について、6月末までに図書館側で意見をまとめる予定。 
 

■第4回ガイドライン分科会（6/8開催） 

○「「図書館等における複製等ガイドライン」目次案への図書館団体からの意見等」に対して、権利者側が回答した。 

○権利者側から、図書館側への確認点及びガイドライン案検討のためのたたき台が提示された。 

・現在の「複写サービス」と「公衆送信サービス」双方について、概念定義に共通する部分があること、利用者からみた場合には、目的を達成するための手段の 

違いにすぎないこと等を考慮し、ガイドラインで整理をする。 

・「公衆送信サービス」における著作物の一部分は、「複写サービス」と異なる取扱いとしたい。 

・「公衆送信サービス」での写り込みについては、現行のガイドラインを参考にしつつ考え方を整理したい。 

○提示された資料について、6月末までに図書館側で意見をまとめる予定。 
 
■第２回事務処理等スキーム分科会（6/20開催） 

○図書館側（座長）から、「事務処理等スキーム分科会の仮合意事項（案）」が提示され、申込受付から補償金の返還・追徴処理までの一連の流れが 
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示された。 

○細かい具体的な課題については必要に応じて検討する場も必要との意見が示されたが、図書館側と権利者側で「仮合意事項（案）」について大枠は 

確定となった。 

○全公図は、以下のとおり意見した。 

・送信ミスや容量オーバー等のエラーも懸念されるので、できれば送信用のサーバを用意いただいて、データのやり取りをすることとしたい。可能性も含めてこの点を 

確認したい。 

・保護期間満了かどうか分からないものについては、リスト等で確認したりして判断するのが現実的かと思う。 

・公的機関は前年度分の支払は当年度の 4月中に支払う必要があるので、その点は配慮いただきたい。 

 


